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平成 21 年 6月 12 日 

株 主 各 位 

 

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ヴ リ ナ

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  遠 藤 英 樹

（コード番号  3726  東証マザーズ）

問合せ先
General Control Division 

 S.Manager 熊本 昭俊

（ TEL． 092-720-5420 ） 

 

 

 （訂正）第６期定時株主総会招集ご通知（提供書面）の一部訂正について 

 

 

平成 21 年 6月 10 日付で発送いたしました「第６期定時株主総会招集ご通知（提供書面）」の記載に一部誤

りがありましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご

連絡をさせていただきます。 

 

記 

 

１．（１）訂正個所 

３ページ 「事業報告 １．企業集団の現況に関する事項 （５）吸収合併又は吸収分割による他の法人

等の事業に関する権利義務の承継の状況」 

 

（２）訂正内容 

（誤）当社は連結子会社である株式会社フェヴリナと平成 20 年８月１日付で吸収合併し（以下略） 

（正）当社は連結子会社である株式会社フェヴリナを平成 20 年８月１日付で吸収合併し（以下略） 

 

２．（１）訂正個所 

11 ページ 「事業報告 ４．会社役員に関する事項 （２）取締役及び監査役の報酬等」 

 

（２）訂正内容 

（誤） 

当事業年度にかかる報酬等の総額 

区 分 支 給 人 員 支 給 額 

取締役 

（うち社外取締役） 

４名 

（－名）

32,005 千円  

（－千円） 

監査役 

（うち社外監査役） 

５名 

（４名）

5,100 千円  

（4,500 千円） 

合計 

（うち社外役員） 

９名 

（４名）

37,105 千円  

（4,500 千円） 

(注) １. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。 

 ２. 取締役の報酬限度額は、当社の設立が承認された平成 15 年 10 月 27 日開催の

サイトデザイン株式会社の株主総会において月額 20 百万円以内（ただし、使

用人分給与は含まない）と決議いただいております。 

 ３. 監査役の報酬限度額は、当社の設立が承認された平成 15 年 10 月 27 日開催の

サイトデザイン株式会社の株主総会において月額３百万円以内と決議いただ

いております。 

 ４. 上記には、平成 20 年６月 26 日開催の第５回定時株主総会の時をもって退任し

た監査役２名（うち社外監査役１名）を含んでおります。 

 



 2

 

 

（正） 

    当事業年度にかかる報酬等の総額 

区 分 支 給 人 員 支 給 額 

取締役 

（うち社外取締役） 

４名 

（－名）

42,278 千円  

（－千円） 

監査役 

（うち社外監査役） 

５名 

（４名）

5,100 千円  

（4,500 千円） 

合計 

（うち社外役員） 

９名 

（４名）

47,378 千円  

（4,500 千円） 

(注) １. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりませ

ん。 

 ２. 取締役の報酬限度額は、当社の設立が承認された平成 15 年 10 月 27 日開催の

サイトデザイン株式会社の株主総会において月額 20 百万円以内（ただし、使

用人分給与は含まない）と決議いただいております。 

 ３. 監査役の報酬限度額は、当社の設立が承認された平成 15 年 10 月 27 日開催の

サイトデザイン株式会社の株主総会において月額３百万円以内と決議いただ

いております。 

 ４. 上記には、平成 20 年６月 26 日開催の第５回定時株主総会の時をもって退任し

た監査役２名（うち社外監査役１名）を含んでおります。 

 ５. 上記の金額には、当事業年度において費用計上した新株予約権等による報酬額

10,273 千円（４名）が含まれております。 

 

３．（１）訂正個所 

13 ページ 「事業報告 ５．会計監査人に関する事項」 

 

（２）訂正内容 

（誤） 

（３）報酬等の額 

報酬等の額 1,500 千円 

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 1,500 千円 

（正） 

（３）報酬等の額 

報酬等の額 15,000 千円 

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 15,000 千円 

 

以 上 


